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（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 綱 は 、 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 水 道 事 業 給 水 条 例 （ 平 成 29 年 大 阪 広

域 水 道 企 業 団 条 例 第 ２ 号 ） 第 10 条 の 規 定 に 基 づ く 給 水 装 置 工 事 （ 以 下 「 給 水

工 事 」と い う 。）に お い て 布 設 し た 給 水 主 管 の 円 滑 な 維 持 管 理 を 図 る た め 、給

水 主 管 の 帰 属 に 係 る 事 務 処 理 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

 

（ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 綱 に お け る 用 語 の 定 義 は 、 次 の 各 号 に 定 め る と こ ろ に よ る 。  

（ １ ）「 配 水 支 管 等 」と は 、配 水 支 管 及 び 配 水 枝 管 並 び に そ れ に 附 属 す る 設 備

を い う 。  

（ ２ ）「 給 水 主 管 」と は 、大 阪 広 域 水 道 企 業 団（ 以 下「 企 業 団 」と い う 。）所

有 の 配 水 支 管 等 か ら 分 岐 し 、複 数 の 給 水 引 込 管 を 分 岐 す る た め に 需 要 者 が 布

設 し た 水 道 管 及 び そ れ に 附 属 す る 設 備 を い う 。  

 

（ 適 用 範 囲 ）  

第 ３ 条  こ の 要 綱 は 、次 の 各 号 に 該 当 す る 給 水 主 管 に 適 用 す る 。た だ し 、帰 属 に

つ い て は 、 次 条 の 帰 属 要 件 を 満 た し て い な け れ ば な ら な い 。  

（ １ ）給 水 主 管 が 公 道（ 国 道 、府 道 、市 道 等 公 共 が 管 理 す る 道 路 ）に 布 設 さ れ

て い る こ と 。  

（ ２ ）給 水 主 管 が 私 道 に 布 設 さ れ て い る 場 合 は 、土 地 掘 削 占 用 承 諾 書（ 様 式 第

７ 号 ）が 得 ら れ る こ と 。た だ し 、建 築 基 準 法 第 四 十 二 条 第 一 項 に 規 定 す る 幅

員 ４ ｍ 以 上 の 道 路 に 限 る 。  

（ ３ ）大 阪 広 域 水 道 企 業 団 八 尾 水 道 事 業 開 発 事 業 に 係 る 水 道 事 務 処 理 要 綱 に 基

づ き 、 開 発 事 業 者 が 布 設 す る 給 水 主 管 で 前 各 号 に 該 当 す る こ と 。  

 

（ 帰 属 要 件 ）  

第 ４ 条  給 水 主 管 の 帰 属 に つ い て は 、次 の 各 号 に 定 め る 要 件 を 全 て 満 た し て い な

け れ ば な ら な い 。た だ し 、企 業 団 が 帰 属 に つ い て 適 当 で あ る と 認 め た 給 水 主 管

に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ １ ） 口 径 50mm 以 上 で あ る こ と 。  

（ ２ ）管 種 は 、水 道 配 水 用 ポ リ エ チ レ ン 管（ PE 管 ）又 は GX 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄

管 若 し く は NS 形 ダ ク タ イ ル 鋳 鉄 管 で あ る こ と 。  

（ ３ ） 公 有 管 と 接 続 さ れ て い る こ と 。  

 

（ 費 用 負 担 ）  

第 ５ 条  当 該 給 水 工 事 の 施 行 に 係 る 費 用 は 、給 水 装 置 工 事 申 込 者（ 以 下「 工 事 申

込 者 」 と い う 。 ） の 負 担 と す る 。  

 



（ 協 議 ）  

第 ６ 条  給 水 主 管 の 帰 属 に 当 た っ て は 、こ の 要 綱 に 基 づ き 工 事 申 込 者 又 は 所 有 者

と 企 業 団 と の 間 で 給 水 主 管 の 寄 附 採 納 に 係 る 協 議（ 寄 附 様 式 第 １ 号 ）を 行 う も

の と す る 。た だ し 、開 発 行 為 等 に 係 る 水 道 施 設 の 帰 属 に つ い て は 、事 前 協 議 回

答 書（ 大 阪 広 域 水 道 企 業 団 八 尾 水 道 事 業 開 発 事 業 に 係 る 水 道 事 務 処 理 要 綱 様 式

第 ３ 号 ） を も っ て 協 議 と す る こ と が で き る 。  

 

（ 帰 属 手 続 ）  

第 ７ 条  協 議 が 合 意 に 達 し た と き は 、工 事 申 込 者 又 は 所 有 者 か ら 寄 付 採 納 願（ 様

式 第 ６ 号 ）を 企 業 団 へ 提 出 す る も の と し 、企 業 団 は 寄 附 採 納 願 を 受 理 後 す み や

か に 工 事 申 込 者 又 は 所 有 者 に 給 水 主 管 受 納 書（ 寄 附 様 式 第 ２ 号 ）を 交 付 す る も

の と す る 。な お 、給 水 主 管 は 、当 該 給 水 主 管 受 納 書 の 交 付 を も っ て 企 業 団 に 帰

属 す る も の と す る 。  

 

（ 維 持 管 理 ）  

第 ８ 条  こ の 要 綱 に 基 づ き 帰 属 さ れ た 給 水 主 管 は 、配 水 支 管 等 に 準 じ 企 業 団 が 維

持 管 理 す る も の と す る 。  

 

（ そ の 他 ）  

第 ９条  この要 綱 に定 めのない事 項 については、企 業 団 が別 に定 めるものとする。  

 

附  則  

（ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

２  こ の 要 綱 の 施 行 日 前 に 行 わ れ た 協 議 に つ い て は 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。  


